




最賃改定のお知らせメッセージ（0609） 

件名；最低賃金改定（９５５円←９００円）のお知らせ 

 

・10 月●日から、最低賃金の時給額が改定されます。 

・発効後、９５５円を下回った求人は無効となりますので、ご確認の上、変更の必要があれ

ばご対応をお願いします。 

・時給単価が９５５円未満のもの。 

・月給制の場合でも、例えば、＠９５５×４０Ｈ（週の労働時間）×５２週÷１２月＝１６

５，５３３円未満のもの 

・求人票の変更は求人者マイページで手続きをお願いします。 

⇒求人者マイページホームの有効中の各求人の下に並んでいる「求人情報を編集」から変更

登録を行います。修正後、「完了」と、「編集内容を申込」を押下し手続き終了です。 


